
議   第   ９３   号 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出   

 

   熊本市と山鹿市との間におけるし尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務 

の委託について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、し

尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務の一部を山鹿市に委託するため、協議により別

紙のとおり規約を定める。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

 （提出理由） 

  し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務の一部を山鹿市に委託するため、地方自

治法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規

定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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別紙 

 

   熊本市と山鹿市との間におけるし尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務の委託

に関する規約 

 

 （委託事務の範囲） 

第１条 熊本市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項

の規定に基づき、別表に掲げる区域内において生じたし尿及び浄化槽汚泥を処理す

る事務のうち、し尿処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法

律第１３７号）第８条第１項に規定するし尿処理施設をいう。）において処理する事

務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を山鹿市に委託する。 

（管理及び執行の方法） 

第２条 委託事務の管理及び執行については、法令及びこの規約に定めるもののほか、

山鹿市の条例、規則その他の規程（以下「条例等」という。）の定めるところによる

ものとする。 

２ 熊本市長は、必要があるときは、山鹿市長に対して委託事務に係る情報の提供を

求めることができる。 

 （経費の負担及び予算の執行） 

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、熊本市の負担とする。 

２ 前項の経費の額及び納付の時期は、熊本市長及び山鹿市長が協議して定める。 

第４条 山鹿市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、山鹿

市の歳入歳出予算において計上するものとする。 

 （決算の措置） 

第５条 山鹿市長は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第７項

の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を熊本市長に通

知するものとする。 

（連絡会議） 

第６条 熊本市長及び山鹿市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図る

ため、年１回の定期の連絡会議を開くものとする。ただし、必要があるときは、臨

時に連絡会議を開くことができる。 
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（条例等の制定又は改廃） 

第７条 山鹿市長は、委託事務の管理及び執行について適用される山鹿市の条例等を

制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ熊本市長に通知しなければなら

ない。 

２ 山鹿市長は、前項に規定する条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該

条例等を熊本市長に通知しなければならない。 

３ 熊本市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表す

るものとする。 

 （協議） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、

熊本市長及び山鹿市長が協議して定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規

定は、この規約の告示の日から施行する。 

２ 熊本市長は、この規約の告示の際、委託事務については山鹿市の条例等が適用さ

れる旨及び当該条例等を併せて公表するものとする。 

３ 山鹿市がこの規約の施行の日前においてこの規約の実施のためにした準備行為に

係る経費の負担については、熊本市長及び山鹿市長が協議して定める。 

 

別表（第１条関係） 

市区名 区域 

熊本市

北区 

植木町鐙田、植木町有泉、植木町石川、植木町伊知坊、植木町今藤、植

木町岩野、植木町植木、植木町上古閑、植木町後古閑、植木町内、植木

町円台寺、植木町大井、植木町荻迫、植木町小野、植木町亀甲、植木町

木留、植木町清水、植木町鞍掛、植木町古閑、植木町色出、植木町正清、

植木町鈴麦、植木町大和、植木町田底、植木町滴水、植木町轟、植木町

富応、植木町豊岡、植木町豊田、植木町投刀塚、植木町那知、植木町一

木、植木町平井、植木町平野、植木町平原、植木町広住、植木町舟島、
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植木町辺田野、植木町味取、植木町宮原、植木町舞尾、植木町山本及び

植木町米塚 
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議   第   ９４   号 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

   山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部

変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、山鹿植木

広域行政事務組合の共同処理する事務を変更し、山鹿植木広域行政事務組合規約（昭

和５０年３月２９日熊本県指令地第２１８号）の一部を次のとおり変更する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   山鹿植木広域行政事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 山鹿植木広域行政事務組合規約（昭和５０年３月２９日熊本県指令地第２１８号）

の一部を次のように変更する。 

 

第３条中「次に掲げる」を「一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理運営に関する」

に改め、同条各号を削る。 

附則第２項中「ごみ処理施設」の次に「及びし尿処理施設」を加える。 

別表し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務に要する経費の項を削る。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

（し尿処理施設の廃止に伴う経過措置） 

２ この規約の施行の日前にし尿処理施設に受け入れたし尿及び浄化槽汚泥の処理に

ついては、なお従前の例による。 

 

 （提出理由） 
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  山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務を変更し、山鹿植木広域行政事務

組合規約の一部を変更するため、地方自治法第２９０条の規定に基づき、市議会の

議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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議   第   ９５   号 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出   

 

山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に    

ついて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、山鹿植木広域行

政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、協議により別紙のと

おり定める。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

（提出理由） 

山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、

地方自治法第２９０条の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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別紙 

 

   山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に 

関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、山鹿植木広域行

政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分を次のとおり定める。 

 

１ 山鹿植木広域行政事務組合の財産のうち、次に掲げるし尿処理施設が位置する土

地は、建物の解体工事終了後に山鹿市に帰属させるものとする。 

所在及び地番 地積 

山鹿市山鹿字杖杉２０５５番 １，４９４．００㎡ 

山鹿市山鹿字杖杉２０５５番１ 0９０１．００㎡ 

山鹿市山鹿字杖杉２０５５番２ 00１，３４１．００㎡ 

山鹿市山鹿字杖杉２０５５番３ 00３．３１㎡ 

山鹿市山鹿字切嶋２０２４番２ ７６５．００㎡ 

計 ４，５０４．３１㎡ 

 

２ 山鹿植木広域行政事務組合の財産のうち、次に掲げるし尿処理施設に配置されて

いる車両及びその他の備え付けた物品は、山鹿植木広域行政事務組合に帰属させる

ものとする。 

名称 数量 

４トンダンプ自動車 １ 

その他の物品（工具、机、椅子、キャビネット等） 

  

令和  年  月  日 

 

山鹿市長  早 田 順 一   

 

熊本市長  大 西 一 史   
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植木地区における「し尿等の処理」について 
 

１ 背景 
 

植木地区のし尿等については、山鹿植木広域行政事務組合が所有する山鹿衛生処

理センターで処理しているが、老朽化に伴い令和６年度（２０２４年度）末をもって廃止

予定である。 

そのため、令和３年（２０２１年）３月、山鹿市と協定書を締結し、山鹿市の下水処理

を行っている山鹿浄水センターに前処理施設の建設等を行い、令和７年度（２０２５年

度）から共同で活用することとしている。 

 

２ 施設の概要 

 

令和７年度（２０２５年度）～  昭和５５年度（１９８０年度）～ 

名称 山鹿浄水センター  名称 山鹿衛生処理センター 

所有者 山鹿市  所有者 山鹿植木広域行政事務組合 

処理能力 ２４,６００㎥/日  処理能力 ９２㎥/日 

敷地面積 ３４,２７４㎡  敷地面積 ４,５０４㎡ 

  

環境局 浄化対策課 

 

凡例

集落排水施設

し尿処理場

下水処理場

山鹿衛生処理センター

山鹿浄水センター

位置図 

（熊本県：くまもと汚水処理広域化・共同化計画より） 

（山鹿植木広域行政事務組合から提供） （山鹿市から提供） 

（令和７年度から受入開始） 

（令和６年度末で廃止） 
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３ 事務の委託 
 

（１）地方自治法第２５２条の１４第１項の規程により、規約を定める。   →議第９３号 

（２）規約の制定にあたっては、市議会の議決を求める必要がある。（同文議決）  

 

４ 山鹿植木広域行政事務組合規約の一部変更及び財産処分 
 

（１）地方自治法第２８６条第１項の規程により、山鹿植木広域行政事務組合の共同 

処理する事務を変更し、規約の一部を変更する。                →議第９４号 

（２）また、同法第２８９条の規程により、山鹿植木広域行政事務組合の共同処理す 

る事務の変更に伴う財産処分を定める。                      →議第９５号 

（３）規約の一部変更及び財産処分を定めるにあたっては、市議会の議決を求める必

要がある。（同文議決）                        

 

５ 本市負担（見込み） 
 

（１）建設工事費  熊本市負担額 総額 約１億９千万円   

（年間 約１千３百万円を１５年間で償還） 
 

（２）維持管理費  熊本市負担額 年間 約６千６百万円 

※山鹿市と熊本市の負担割合は、し尿等の流入量により算出 

 
 

６ 今後のスケジュール 

    

令和５年度 
（２０２３年度） 

３月 議決後、協議書締結 

令和６年度 
（２０２４年度） 

４月 「事務の委託」に関する告示、県への届出等 

１２月 山鹿浄水センター（山鹿市所有）の工事完了 

３月 山鹿衛生処理センター（事務組合所有）の共同処理の終了 

令和７年度 
（２０２５年度） 

４月 山鹿浄水センター（山鹿市所有）の供用開始 

令和８年度 
（２０２６年度） 

 山鹿衛生処理センター（事務組合所有）の解体工事 
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